
災害時における山岳 ・ 急流救助活動に関する協定書

みよ し広域連台消防本邦 (以下 1甲@ という。) と (社) ラフテイ ング協会  四回吉

野川支部  (以下 @乙@ という。) とは、 みよ し広域連合管内における山岳 ・ 急流救助災

害発生に対して、 次のとおり協定を締結する。

(総則)

第1条   この協定は、 みよ し広域連合管内において、 山岳 ・ 急流救助災害が発生した

場合、 甲の出動要請によ り 乙が救助活動を行うための必要な事項を定める。

c活動及び訓練等)

第2条   この協定に基づく救助活動及びそれに基づく訓練等は、 次のとおり とする。

(1) 甲は、 山岳 ・ 急流救助災害が発生時、 速やかにかつ高度な救助活動が必要と判断

した場合は、 直ちに乙に対し出動を要請する。

(2) 乙は、 前号の要請を受けた場合は、 これに協力するものとする。

(3) 甲所属の救助隊と乙及び二前属の隊員が災害現場において、 円滑な救助活動が行

えるよ う定期的に訓練等を実施し、 意思の疎通を図るものとする。

(費用弁償等)

第3条   甲の要請に基づき、 乙の救助活動を実施した場合に要する次の経費 (以下 @活

動経費@ という。) は、 甲の負担とする。

(1)     乙及び二前属の隊員が救助活動において、 負傷または死亡した場合の補償につ

いてほ、 甲が加入した損害保険の支払いをもって補償金とする。

(協議)

第4条   この協定に定めのない事項およびこの協定に定める事項に関し疑義が生じた

場合は、 甲と乙による協議の上決定するものとする。
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